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人口センサスからみる
東アジアの社会大変動

●
中
国
人
口
セ
ン
サ
ス
の
こ
れ
ま
で

―
「
差
し
迫
っ
た
必
要
に
よ
る
調

査
」
か
ら
「
定
期
調
査
」
へ
―

　

中
国
で
の
最
近
の
人
口
セ
ン
サ
ス
実

施
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
日
〇
時
時

点
で
あ
る
（
建
国
後
第
六
回
）。
そ
れ

に
至
る
ま
で
中
国
の
人
口
セ
ン
サ
ス
は

ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

⑴
第
一
回
セ
ン
サ
ス

　

第
一
回
セ
ン
サ
ス
が
行
わ
れ
た
一
九

五
三
年
は
、
共
産
党
政
権
成
立
後
、
日

が
ま
だ
浅
く
、
朝
鮮
戦
争
期
を
挟
ん
で

国
内
統
治
体
制
も
未
確
立
の
時
期
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
初
の

人
民
代
表
選
挙
に
向
け
て
の
選
挙
人
把

握
や
五
カ
年
計
画
策
定
を
控
え
た
人
口

把
握
の
必
要
か
ら
初
の
セ
ン
サ
ス
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

調
査
は
同
年
七
月
一
日
〇
時
時
点
と

さ
れ
た
。
た
だ
し
実
際
の
調
査
に
は
一

年
近
く
を
要
し
、
翌
一
九
五
四
年
五
月

に
や
っ
と
終
了
し
た
。
な
お
、
最
後
ま

で
調
査
が
及
ば
ず
既
存
資
料
に
よ
る

デ
ー
タ
補
充
で
の
対
応
と
な
っ
た
地
域

が
、
人
口
規
模
で
み
る
と
全
体
の
四
％

程
度
存
在
し
た
。

　

こ
の
時
の
質
問
項
目
は
住
所
、
姓
名
、

性
別
、
年
齢
、
民
族
、
戸
主
と
の
関
係
、

の
全
六
項
目
で
あ
っ
た
。
な
お
、
第
一

回
、
第
二
回
セ
ン
サ
ス
に
つ
い
て
は
調

査
票
に
コ
ー
ド
化
手
法
は
用
い
ら
れ
ず
、

一
覧
表
に
各
項
の
回
答
を
直
接
記
入
し

て
い
く
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。

⑵
第
二
回
セ
ン
サ
ス

　

そ
の
後
中
国
は
、
一
九
五
〇
年
代
末

か
ら
六
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
深
刻

な
飢
饉
を
含
む
様
々
な
理
由
か
ら
人
口

純
減
や
都
市
農
村
間
の
大
規
模
人
口
移

動
を
経
験
す
る
（「
三
年
困
難
期
」）。

こ
の
時
期
は
ま
た
政
治
経
済
両
面
に
わ

た
る
同
国
の
激
動
期
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
の
収
束
と
安
定
を
待
っ
て
爾
後
の
人

口
状
況
把
握
の
た
め
行
わ
れ
た
の
が
一

九
六
四
年
の
第
二
回
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
。

　

同
セ
ン
サ
ス
の
調
査
内
容
は
第
一
回

時
点
の
六
項
目
に
「
本
人
成
分
（
入
党

状
況
そ
の
他
政
治
的
立
場
）」、
学
歴
、

職
業
を
加
え
た
九
項
目
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
同
年
上
半
期
の
出
生
、
死
亡
、
転

入
、
転
出
も
調
査
対
象
と
さ
れ
た
。

⑶
近
代
的
人
口
セ
ン
サ
ス
の
導
入

　

中
国
は
そ
の
後
、
国
連
加
盟
（
一
九

七
一
年
）
を
経
、
七
〇
年
代
末
に
は
市

場
経
済
化
の
幕
開
け
と
な
る
政
治
的
転

換
を
経
験
し
た
。
こ
の
時
期
は
ま
た
、

中
国
が
求
職
人
口
や
出
産
年
齢
人
口
の

爆
発
的
増
加
期
の
鳥
羽
口
に
立
っ
た
時

で
も
あ
る
。
中
国
政
府
の
「
一
人
っ
子

政
策
」
導
入
も
ま
さ
に
こ
の
時
期
で
あ

る
。こ
の
時
点
の
中
国
に
と
り
、人
口
規

模
な
ら
び
に
そ
の
構
成
の
把
握
は
そ
の

後
の
国
家
体
制
設
計
の
上
で
必
要
不
可

欠
の
作
業
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
の
一
九
七
九
年

末
、
第
三
回
人
口
セ
ン
サ
ス
の
実
施
が

決
定
さ
れ
、
八
二
年
七
月
一
日
〇
時
時

点
を
以
て
実
施
さ
れ
た
。
国
連
人
口
基

金
資
金
と
技
術
の
援
助
を
受
け
て
行
わ

れ
た
こ
の
調
査
は
中
国
初
の
近
代
的
人

口
セ
ン
サ
ス
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
多

方
面
に
わ
た
る
制
度
整
備
、
諸
項
目
の

分
類
と
コ
ー
ド
化
作
業
、
現
場
で
の
調

査
員
の
訓
練
等
々
の
膨
大
な
準
備
作
業

が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
回
で
の
調
査
項

目
や
調
査
形
式
は
大
枠
と
し
て
は
そ
の

後
現
在
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
回
よ
り
調
査
項
目
は
戸
ご
と
の

も
の
と
個
人
ご
と
の
も
の
と
に
類
別
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
は
六
と
一
三
と

な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
第
二
回
セ
ン
サ

ス
の
そ
れ
を
（「
本
人
成
分
」
を
除

き
）
基
本
的
に
踏
襲
し
た
上
に
い
く
つ

か
を
加
え
た
も
の
だ
が
、
新
項
目
の
う

ち
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
常
住
人

口
の
「
戸
口
」
登
録
（
住
民
登
録
）
状

況
、
非
就
業
人
口
の
状
況
、
婚
姻
状
況
、

出
産
数
、
戸
口
登
録
者
の
う
ち
一
年
以

上
登
録
地
を
離
れ
て
い
る
者
の
数
、
な

ど
が
あ
る
。
人
口
学
的
な
観
点
か
ら
の

設
問
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
⑴
。

⑷
定
期
セ
ン
サ
ス
へ

　

そ
の
後
第
六
回
ま
で
の
セ
ン
サ
ス
は

そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
〇
年
、
二
〇
〇
〇
年
、

二
〇
一
〇
年
に
行
わ
れ
（
調
査
時
点
は

　
中
国
　

人
口
大
移
動
と
セ
ン
サ
ス
の
役
割

木
崎 

翠
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第
五
回
よ
り
一
一
月
一
日
〇
時
に
変
更

さ
れ
た
）、
一
〇
年
ご
と
の
定
期
化
が

定
着
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
に

は
「
全
国
人
口
セ
ン
サ
ス
条
例
」
が
公

布
さ
れ
、「
人
口
セ
ン
サ
ス
は
一
〇
年

毎
の
末
尾
が
〇
と
な
る
年
を
調
査
年
度
、

一
一
月
一
日
〇
時
を
標
準
時
点
と
す

る
」
旨
が
明
記
さ
れ
た
（
第
八
条
）。

　

な
お
、
第
四
回
セ
ン
サ
ス
で
は
前
回

の
質
問
項
目
に
人
の
移
動
に
関
わ
る
二

件
が
加
え
ら
れ
全
二
一
項
目
と
な
っ
た
。

次
い
で
第
五
回
セ
ン
サ
ス
は
大
き
な
改

訂
の
回
と
な
り
、
悉
皆
調
査
と
な
ら
ん

で
一
〇
％
標
本
調
査
の
導
入
、
住
宅
調

査
項
目
の
導
入
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
標

本
調
査
に
は
戸
ご
と
の
調
査
項
目
数
二

三
、
個
人
ご
と
の
調
査
項
目
数
二
六
と

多
数
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

第
六
回
セ
ン
サ
ス
で
は
前
回
の
内
容

が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
た
が
、
人
の
移

動
に
関
わ
る
分
野
の
設
問
方
法
に
改
訂

が
加
え
ら
れ
た
ほ
か
、
非
就
業
者
を
対

象
と
し
た
設
問
の
増
加
や
高
齢
者
へ
の

設
問
の
新
設
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
別
途

外
国
人
を
対
象
と
し
た
調
査
も
初
め
て

行
わ
れ
た
。

●
二
〇
一
〇
年
セ
ン
サ
ス
結
果
に

み
る
人
口
構
成
と
経
済

⑴
セ
ン
サ
ス
に
み
る
人
口
構
成

　

そ
れ
で
は
、
セ
ン
サ
ス
が
実
際
に
把

握
し
た
中
国
の
人
口
状
況
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
〇
年
セ
ン

サ
ス
の
結
果
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
の
中

国
の
人
口
規
模
は
一
三
億
三
二
八
一
万

人
余
で
あ
り
、
前
回
か
ら
の
一
〇
年
間

に
七
四
〇
〇
万
人
ほ
ど
増
加
、
年
平
均

増
加
率
は
〇
・
五
七
％
で
あ
っ
た
（
そ

の
前
一
〇
年
間
の
年
平
均
増
加
率
は

一
・
〇
七
％
）。

　

年
齢
別
構
成
で
は
、
一
四
歳
以
下
、

一
五
か
ら
五
九
歳
、
六
〇
歳
以
上
が
そ

れ
ぞ
れ
人
口
全
体
の
一
六
・
六
％
、
七

〇
・
一
％
、
一
三
・
三
％
と
な
っ
た
。

老
齢
人
口
の
区
切
り
を
六
五
歳
と
す
る

と
そ
の
前
後
の
シ
ェ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
七

四
・
五
％
、
八
・
九
％
と
な
る
。
一
〇

年
前
と
の
比
で
は
、
一
四
歳
ま
で
の
層

が
六
・
三
ポ
イ
ン
ト
減
、
一
五
か
ら
五

九
歳
の
層
が
三
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
、
六

〇
歳
以
上
が
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
、六
五

歳
以
上
が
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
増
で
あ
る
。

　

こ
の
時
点
の
中
国
は
、
経
済
を
支
え

る
労
働
年
齢
人
口
が
全
体
の
七
割
を
超

え
世
界
的
に
み
て
も
非
常
に
高
い
水
準

に
達
し
て
い
る
こ
と
、
若
年
人
口
比
の

縮
小
が
著
し
い
こ
と
、
老
齢
人
口
比
は

「
高
齢
化
社
会
」
の
定
義
で
あ
る
「
六

五
歳
以
上
の
比
七
％
」
の
水
準
を
既
に

超
え
さ
ら
に
上
昇
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、

な
ど
が
わ
か
る
。

⑵
人
口
構
成
の
背
景

　

実
は
、
二
〇
一
〇
年
段
階
で
の
こ
の

よ
う
な
人
口
構
成
は
、
そ
れ
ま
で
に
中

国
が
経
験
し
た
政
治
経
済
変
動
を
強
く

反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

改
め
て
中
国
の
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を

見
て
み
よ
う
（
九
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）。

二
〇
一
〇
年
の
図
に
よ
れ
ば
、
最
高
年

齢
層
か
ら
五
五
～
五
九
歳
の
層
ま
で
は

確
実
に
「
親
の
世
代
よ
り
も
子
ど
も
の

世
代
の
方
が
人
口
が
多
い
」
状
況
が
続

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ

の
次
の
五
〇
代
前
半
層
で
は
そ
の
拡
大

が
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
前
項
で

触
れ
た
「
困
難
期
」
が
人
口
規
模
に
残

し
た
爪
痕
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
直
後

（
四
五
～
四
九
歳
の
層
）
か
ら
、
今
度

は
中
国
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
出
生

ブ
ー
ム
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
の
層
こ

そ
が
一
九
八
〇
年
代
に
中
国
の
労
働
市

場
に
大
挙
し
て
参
入
し
中
国
の
輸
出
志

向
工
業
化
の
立
ち
上
げ
を
支
え
る
こ
と

と
な
っ
た
人
口
で
あ
る
。

　

や
が
て
こ
の
層
が
出
産
年
齢
を
迎
え

る
と
、
中
国
は
再
度
の
出
生
ブ
ー
ム
を

迎
え
た
（
二
五
～
二
九
歳
の
層
か
ら
）。

こ
の
層
が
、
今
度
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
（
二

〇
〇
一
年
）
後
の
中
国
の
成
長
を
新
規

労
働
力
と
し
て
支
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
こ
の
層
は
、
一
九
七
〇
年
代
末

か
ら
の
出
産
抑
制
政
策
強
化
（「
一

人
っ
子
政
策
」）
の
影
響
そ
の
他
に
よ

り
、
親
の
世
代
を
上
回
る
人
口
規
模
と

は
な
っ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
そ
の
あ
と
の
一
〇
～
一
四
歳

の
層
か
ら
は
、
人
口
規
模
が
そ
れ
ま
で

の
年
代
を
突
然
大
き
く
下
回
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
世
代
か
ら
は
確

実
に
自
ら
の
親
の
世
代
よ
り
も
数
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
さ
に
二
〇
一
五
年
の
現
在
、
新
規
労

働
力
と
し
て
市
場
に
参
入
し
つ
つ
あ
る

の
が
こ
の
層
で
あ
り
、
今
後
の
労
働
力

の
新
規
供
給
規
模
は
こ
れ
ま
で
と
は

打
っ
て
変
わ
っ
て
小
さ
く
な
る
こ
と
に

な
る
。
一
方
、
前
記
の
「
困
難
期
」
後

の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
た
ち
は
ち
ょ
う
ど

こ
れ
か
ら
労
働
市
場
か
ら
退
出
し
て
い

く
年
代
に
さ
し
か
か
る
。
労
働
の
バ
ト

ン
を
渡
さ
れ
る
孫
の
世
代
は
、
確
実
に

そ
の
祖
父
母
の
世
代
の
人
口
規
模
を
下

回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
状
況
を
受
け
、
中
国
政
府
は
既

に
人
口
抑
制
政
策
の
緩
和
を
開
始
し
て

い
る
。
た
だ
し
現
在
の
中
国
の
出
生
減

は
、
政
策
に
よ
る
抑
制
の
結
果
と
い
う

よ
り
も
経
済
発
展
段
階
の
上
昇
や
都
市

化
を
反
映
し
た
趨
勢
と
し
て
の
要
因
が

強
い
と
み
ら
れ
、
今
後
の
出
生
増
に
つ

い
て
は
楽
観
し
難
い
。
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●
人
の
移
動
と
戸
口
に
よ
る
住
民

把
握

⑴
中
国
人
口
セ
ン
サ
ス
の
質
問
項
目
の

特
徴

　

と
こ
ろ
で
、
中
国
の
人
口
セ
ン
サ
ス

は
現
在
ど
の
よ
う
な
質
問
項
目
に
よ
り

構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
六

回
セ
ン
サ
ス
の
項
目
内
訳
を
見
て
み
よ

う
（
表
１
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
悉
皆

調
査
票
の
場
合
、
世
帯
員
各
人
向
け
質

問
項
目
数
合
計
一
二
の
内
訳
は
、
個
人

属
性
関
連
五
項
目
（
姓
名
、
戸
主
と
の

関
係
、
性
別
、
出
生
年
月
日
、
民
族
）、

教
育
関
連
二
項
目
（
読
み
書
き
が
で
き

る
か
、
学
歴
）、
戸
口
関
連
五
項
目
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
な
個

人
属
性
以
外
は
大
部
分
が
戸
口
に
つ
い

て
の
調
査
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
一
〇
％
標
本
調
査
用
の
調
査

項
目
全
二
八
の
内
訳
は
、
個
人
属
性
関

連
が
悉
皆
調
査
と
同
様
の
五
、
戸
口
関

連
は
前
記
に
一
項
目
増
の
六
、
人
の
移

動
関
連
二
、
教
育
関
連
が
一
項
目
増
の

三
、
就

労
・
収

入
関
連

七
、
婚

姻
出
産

関
連
四
、

高
齢
者

関
連
一

と
な
っ
て
い
る
。
標
本
調
査
で
は
、
悉

皆
調
査
で
の
戸
口
（
＋
人
の
移
動
）
分

野
に
、
労
働
分
野
と
婚
姻
出
産
関
連
分

野
が
付
加
さ
れ
た
も
の
が
主
な
調
査
対

象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他

国
の
セ
ン
サ
ス
に
も
広
く
み
ら
れ
る
よ

う
な
単
な
る
「
人
の
移
動
」
で
は
な
く

戸
口
と
い
う
視
角
か
ら
の
人
口
移
動
把

握
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
、
中
国
の
人

口
セ
ン
サ
ス
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
改
め
て
中
国
の
「
戸
口
」
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
中
国
の
戸

口
と
は
日
本
の
場
合
の
戸
籍
登
録
と
住

民
登
録
の
両
方
の
意
味
合
い
を
持
つ
住

民
把
握
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。

後
者
の
要
素
か
ら
、
本
来
は
本
人
の
転

居
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
と
も
な
い
登
録
地

を
移
動
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
中
国
の

戸
口
は
転
居
が
あ
れ
ば
即
ち
移
動
さ
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
元
行
政
の

受
け
入
れ
認
可
を
必
要
と
す
る
。
と
こ

ろ
が
戸
口
登
録
者
数
の
増
加
は
地
元
行

財
政
の
負
担
増
に
直
結
す
る
こ
と
か
ら
、

戸
口
の
転
入
は
地
元
行
政
か
ら
は
し
ば

し
ば
歓
迎
さ
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の

中
国
の
急
速
な
経
済
成
長
、
と
り
わ
け

そ
れ
を
牽
引
し
た
輸
出
志
向
工
業
化
は
、

億
単
位
の
大
規
模
な
人
口
移
動
を
と
も

な
っ
た
。
ま
た
、
大
規
模
な
再
開
発

ブ
ー
ム
に
よ
り
都
市
内
部
で
の
転
居
も

大
量
に
発
生
し
た
。
そ
の
際
、
実
際
に

は
し
ば
し
ば
戸
口
は
移
転
さ
れ
ず
旧
住

所
に
置
か
れ
た
ま
ま
と
な
っ
た
。
そ
の

実
態
の
把
握
が
中
国
の
人
口
セ
ン
サ
ス

の
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

⑵
戸
口
状
況
の
調
査

　

そ
れ
で
は
、
セ
ン
サ
ス
は
具
体
的
に

は
各
人
の
戸
口
の
何
を
把
握
し
よ
う
と

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
二
〇
一
〇

年
セ
ン
サ
ス
で
は
対
象
戸
の
居
住
者
全

員
（
そ
こ
で
の
戸
口
登
録
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
）
に
加
え
、
対
象
戸
に
戸
口
登

録
を
有
す
る
が
居
住
し
て
い
な
い
者
も

調
査
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が

そ
も
そ
も
中
国
の
セ
ン
サ
ス
の
注
目
す

べ
き
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

こ
の
セ
ン
サ
ス
で
は
各
人
の
居
住
地
や

戸
口
登
録
地
が
調
査
地
点
と
一
致
し
て

い
る
か
否
か
を
直
接
問
う
こ
と
は
し
て

い
な
い
。
代
わ
り
に
「
居
住
地
・
戸
口

登
録
地
の
そ
れ
ぞ
れ
が
調
査
戸
所
在
地

の
末
端
行
政
（
村
民
委
員
会
、
居
民
委

員
会
）
区
域
内
か
ど
う
か
」
が
問
わ
れ

る
。
そ
し
て
、「
そ
う
で
は
な
い
」
場

合
は
「
そ
の
上
の
行
政
階
層
（
郷
、
鎮
、

街
道
）
内
か
」、
こ
れ
も
「
そ
う
で
な

い
」
な
ら
さ
ら
に
そ
の
上
（
県
、
市
、

区
）
内
か
と
問
い
、
さ
ら
に
そ
う
で
も

な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
所
の
ど
の

地
に
居
住
・
登
録
し
て
い
る
の
か
を
具

体
的
に
問
う
、
と
い
う
形
式
を
と
る
。

行
政
階
層
と
い
う
「
距
離
」
で
人
口
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
設
計
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
質
問
の
後
に
、
戸
口
登
録
地

を
離
れ
て
か
ら
の
年
数
や
登
録
地
を
離

れ
た
理
由
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の

調
査
結
果
は
も
ち
ろ
ん
人
の
移
動
状
況

を
強
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
関
心
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
戸
口
登

録
地
と
居
住
地
と
の
不
一
致
状
況
に
あ

り
、
人
の
移
動
に
と
も
な
い
戸
口
登
録

の
移
動
を
も
完
了
し
て
い
る
場
合
は
移

動
と
し
て
掌
握
さ
れ
な
い
点
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
。

⑶
戸
口
状
況
の
実
際

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
は
こ
の
調
査
の

結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

セ
ン
サ
ス
で
は
、「
戸
口
登
録
地
を

離
れ
て
半
年
以
上
」
か
ら
が
戸
口
地
と

居
住
地
の
不
一
致
と
し
て
把
握
さ
れ
、

そ
れ
未
満
は
両
者
一
致
と
み
な
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
そ
の
意

味
で
の
「
不
一
致
」
は
人
口
の
一
九
・

六
％
に
達
し
て
い
る
。
総
人
口
の
二
割

（
実
に
二
億
人
以
上
）
が
居
住
地
に
戸

口
登
録
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
値
は
、
人
口
の
主
な
移

動
先
で
あ
る
都
市
部
と
流
出
元
で
あ
る

農
村
部
と
の
間
で
様
相
が
大
き
く
異
な

る
。
中
国
の
統
計
に
て
都
市
と
分
類
さ

表１　�中国第６回人口センサスにおける
調査項目

悉皆調査 標本調査

個人属性 5 5

戸口関連 5 6

移動 0 2

教育 2 3

就労・収入 0 7

婚姻出産 0 4

高齢者 0 1

合計 12 28

（注）　筆者による分類。
（出所）　筆者作成。
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れ
る
地
域
は
「
城
市
」（
都
市
部
）
と

「
鎮
」（
農
村
地
域
内
の
人
口
集
積
地
）

の
二
種
類
が
あ
る
⑵
が
、
城
市
部
に
つ

い
て
、
前
記
の
値
の
全
国
平
均
は
四

二
・
二
％
と
高
く
、
と
り
わ
け
北
京
市
、

広
東
省
、
上
海
市
の
城
市
部
で
は
い
ず

れ
も
そ
の
値
が
五
〇
％
台
後
半
に
達
し

て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
値
は
市
内
他
地

域
へ
の
移
動
も
含
む
の
で
、「
市
」
を

越
え
た
移
動
の
み
の
値
を
と
る
と
、
全

国
平
均
で
三
〇
・
二
％
、
上
位
で
は
広

東
省
四
九
・
九
％
を
筆
頭
に
福
建
省
、

浙
江
省
が
い
ず
れ
も
四
〇
％
台
で
こ
れ

に
続
く
。
北
京
市
、
上
海
市
は
そ
れ
ぞ

れ
三
〇
％
台
後
半
で
あ
る
⑶
。
次
い
で

「
鎮
」
部
で
は
こ
の
値
の
全
国
平
均
は

二
〇
・
八
％
に
下
が
る
が
、
上
海
市
、

北
京
市
で
は
そ
れ
ぞ
れ
五
八
・
三
％
、

五
一
・
五
％
と
や
は
り
過
半
を
占
め
る
。

一
方
、
農
村
部
（「
郷
村
」）
で
は
こ
の

値
の
全
国
平
均
は
五
・
三
％
と
一
気
に

下
が
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
上

海
市
、
北
京
市
で
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
値

は
四
八
・
二
％
、
二
九
・
九
％
と
高
い
。

　

以
上
か
ら
、
主
に
沿
岸
地
域
の
人
口

流
入
の
激
し
い
地
域
で
は
戸
口
に
よ
る

住
民
把
握
シ
ス
テ
ム
は
す
で
に
限
ら
れ

た
役
割
し
か
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る

状
況
が
み
て
と
れ
る
⑷
。
そ
う
で
な
く

と
も
、
全
人
口
の
二
割
が
居
住
地
に
戸

口
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、

や
は
り
戸
口
制
度
が
国
全
体
と
し
て
す

で
に
そ
の
機
能
を
弱
め
つ
つ
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

●
人
の
移
動
が
人
口
構
成
に
与
え

た
も
の

　

以
上
の
よ
う
な
戸
口
の
状
況
は
ま
ぎ

れ
も
な
く
大
規
模
な
人
口
移
動
の
結
果

で
あ
る
。
セ
ン
サ
ス
（
標
本
調
査
）
で

は
、
戸
口
と
は
切
り
離
し
た
項
目
と
し

て
「
五
年
前
の
居
住
地
」
が
問
わ
れ
て

い
る
が
、
五
年
以
内
に
省
外
（
中
央
直

轄
市
の
場
合
は
市
外
）
か
ら
現
省

（
市
）
に
転
入
し
た
人
口
の
比
率
は
全

国
平
均
で
四
・
六
％
で
あ
り
、
上
海
市
、

北
京
市
で
こ
の
値
が
特
に
高
く
（
い
ず

れ
も
二
〇
％
代
前
半
）、
浙
江
省
、
広

東
省
、
天
津
市
な
ど
が
こ
れ
に
続
く
。

　

こ
の
よ
う
な
高
率
で
の
人
口
移
動
は

就
労
が
最
大
の
理
由
で
あ
り
、
移
動
の

主
体
は
労
働
力
年
齢
人
口
、
と
り
わ
け

若
年
人
口
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
国
で
は

そ
れ
が
挙き
よ

家か

移
動
に
つ
な
が
り
に
く
い

傾
向
が
あ
り
、
高
齢
者
や
子
ど
も
が
地

元
に
残
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
（
一
四
歳
以

下
）
の
独
居
が
全
国
に
二
五
六
万
、
未

成
年
者
が
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
（
一

名
ま
た
は
夫
婦
）
と
の
み
暮
ら
す
（
親

の
世
代
が
不
在
の
）
世
帯
が
一
六
四
万

を
数
え
る
と
い
う
セ
ン
サ
ス
結
果
に
現

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
人
口
年
齢
構
成
に
つ
い
て
の

地
域
間
の
差
異
も
顕
著
で
あ
る
。
二
〇

一
〇
年
時
点
の
中
国
は
労
働
年
齢
人
口

比
が
七
〇
％
を
越
え
る
高
い
水
準
に
あ

る
こ
と
に
す
で
に
触
れ
た
。
し
か
し
、

中
国
全
体
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
労
働
年
齢
人
口
比
は

北
京
市
、
天
津
市
で
八
〇
％
近
く
に
達

し
、
上
海
市
、
黒
竜
江
省
、
吉
林
省
等

が
そ
れ
に
続
い
て
い
る
の
に
対
し
、
貴

州
省
で
は
六
二
％
を
切
り
、
広
西
自
治

区
、
重
慶
市
も
六
〇
％
台
半
ば
の
値
で

あ
る
。
一
方
、
若
年
扶
養
人
口
（
一
四

歳
以
下
）
比
を
み
る
と
、
全
国
平
均
一

六
・
六
％
に
対
し
貴
州
省
、
チ
ベ
ッ
ト

自
治
区
は
二
五
％
近
傍
の
値
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
北
京
市
、
上
海
市
は
い
ず

れ
も
八
・
六
％
と
非
常
に
低
い
。
沿
岸

部
の
豊
か
な
地
域
に
働
き
手
が
集
中
し
、

扶
養
を
要
す
る
人
口
は
未
発
達
の
地
域

に
滞
留
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
で
あ

る
。
経
済
水
準
の
差
異
が
も
た
ら
す
人

口
構
成
の
差
と
大
規
模
人
口
移
動
と
が

重
な
っ
て
現
れ
た
結
果
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。

●
お
わ
り
に

　

人
口
セ
ン
サ
ス
に
は
様
々
な
役
割
が

期
待
さ
れ
る
が
、
移
動
や
手
続
き
未
了

等
に
よ
り
住
民
登
録
か
ら
漏
れ
た
人
口

の
情
報
を
悉
皆
調
査
に
よ
り
補
完
す
る

点
が
重
要
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

中
国
の
セ
ン
サ
ス
は
建
国
初
期
の
第
一

回
以
来
ま
さ
に
そ
の
機
能
へ
の
特
に
強

い
期
待
に
よ
り
企
画
・
執
行
さ
れ
て
き

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
の
中
国
は
、
一
九
五
〇
年
代
か

ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
よ
う
な
激
し

い
社
会
変
動
期
こ
そ
脱
し
た
か
に
み
え

る
が
、
戸
口
登
録
と
い
う
住
民
把
握
手

段
は
む
し
ろ
今
、
急
速
に
劣
化
し
つ
つ

あ
る
よ
う
だ
。
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
膨
大

な
人
口
デ
ー
タ
は
、
社
会
を
め
ぐ
る
そ

の
よ
う
な
状
況
を
も
知
ら
せ
て
く
れ
て

い
る
。

（
き
ざ
き　

み
ど
り
／
横
浜
国
立
大
学

教
授
）

《
注
》

⑴ 

こ
こ
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
は
主
に

李
成
瑞
（
一
九
八
七
）『
中
国
人
口

普
査
和
結
果
分
析
』（
中
国
財
政
経

済
出
版
社
）
に
よ
っ
た
。

⑵ 

第
六
回
セ
ン
サ
ス
デ
ー
タ
で
は
中
国

全
人
口
の
三
〇
・
三
％
が
城
市
部
、

二
〇
・

％
が
鎮
部
、
残
り
四

七
％
が
郷
村
（
農
村
）
部
に
居

⇔

て
い
る
。

⑶ 

中
央
直
轄
市
（
統
計
上
は
「
区
」
が

一
般
「
市
」
に
相
当
）
に
つ
い
て
も

こ
こ
で
は
市
全
体
の
値
を
用
い
た
。

⑷ 

流
入
人
口
に
つ
い
て
の
登
録
制
度
は

別
途
存
在
す
る
が
、
戸
口
を
補
完
す

る
も
の
と
し
て
は
位
置
づ
け
に
く
い
。


